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島根県建設副産物処理要領 新旧対照表（令和 5 年１月改定） 

改 定 前 改 定 後 
９.建設発生土の処理 

（４）適正処分 

有効利用ができない場合には、搬出先を指定して適正に処分しなければならない。こ

の場合、次の搬出先から経済性等を考慮して決定する。 

◆常設受入施設 

民間の施設については、別に定める要領により登録された施設に限る。 

◆発注者が指定する処分地 

原則として、発注時に処分先を指定する。 

この場合、関係法令に基づく必要な手続きのほか、受入地の関係者と打合せを

行い、建設発生土の崩壊や降雨による流出等により公衆災害が生じないよう適

切な措置を講じなければならない。具体的には次の事項を確認すること。 

・関係法令等で必要な許可を受け、日常の管理も許可条件を遵守して行われる

こと 

・里山等の自然環境を損なうものでないこと 

・安全管理や環境配慮等が十分になされていること 

・周辺住民の苦情等がないこと 

また、必要に応じて土質の確認を行うこと。 
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９.建設発生土の処理 

（４）適正処分 

有効利用ができない場合には、搬出先を指定して適正に処分しなければならない。こ

の場合、次の搬出先から経済性等を考慮して決定する。 

◆常設受入施設 

民間の施設については、別に定める要領により登録された施設に限る。 

◆発注者が指定する処分地 

処分地の土地所有者の同意を得た上で、関係法令に基づく必要な手続きがなさ

れ、建設発生土の崩壊や汚濁水流出等の公衆災害が生じないよう適切な措置を

講じた場所であること。または発生土搬入までに適切な措置が実施される場所

であること。具体的には「（参考様式）発注者が指定する処分地チェックリス

ト」等を用いて確認する。 
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